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【年通号数】公開・登録公報2014-049
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月16日(2014.10.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技場に設置されている遊技機での遊技に関わる遊技データを管理する遊技データ管理
手段と、
　遊技データの集計期間を設定する集計期間設定手段と、
　前記遊技データ管理手段で管理している遊技データに基づき、遊技場に導入されてから
の経過期間が同一であって前記集計期間設定手段により設定された集計期間における複数
機種の遊技データを、当該複数機種間で比較可能に出力する出力手段と、
　を有する管理装置であって、
　各機種毎に、各機種のスペックを管理する管理手段と、
　前記複数機種の中から、前記遊技データを他の機種と比較するターゲット機種の指定を
受け付けるターゲット機種指定受付手段と、
　前記管理手段で管理しているスペックが前記ターゲット機種指定受付手段により指定を
受け付けたターゲット機種と同一及び／又は近似している機種を抽出する抽出手段と、を
さらに有し、
　前記出力手段は、同一の前記集計期間における遊技データを、前記ターゲット機種指定
受付手段により指定を受け付けたターゲット機種と前記抽出手段により抽出された機種に
ついて比較可能に出力することを特徴とする管理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　まず手段１に係る発明は、遊技場に設置されている遊技機（パチンコ機１０）での遊技
に関わる遊技データ（アウト玉数）を管理する遊技データ管理手段（遊技情報ＤＢ）と、
遊技データの集計期間を設定する集計期間設定手段（ディスプレイ５３及び入力装置５４
）と、前記遊技データ管理手段で管理している遊技データに基づき、遊技場に導入されて
からの経過期間が同一であって前記集計期間設定手段により設定された集計期間における
複数機種の遊技データ（複数機種の各導入日からの遊技データ）を、当該複数機種間で比
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較可能に出力する出力手段（ディスプレイ５３）と、を有する管理装置（ホールコンピュ
ータ５０）であって、各機種毎に、各機種のスペックを管理する管理手段（導入情報ＤＢ
）と、前記複数機種の中から、前記遊技データを他の機種と比較するターゲット機種の指
定を受け付けるターゲット機種指定受付手段と（ディスプレイ５３及び入力装置５４）、
前記管理手段で管理しているスペックが前記ターゲット機種指定受付手段により指定を受
け付けたターゲット機種と同一及び／又は近似している機種を抽出する抽出手段（制御部
５２）と、をさらに有し、前記出力手段は、同一の前記集計期間における遊技データを、
前記ターゲット機種指定受付手段により指定を受け付けたターゲット機種と前記抽出手段
により抽出された機種について比較可能に出力することを特徴とする管理装置である。
　これによれば、集計期間の設定を受け付け、ターゲット機種の指定を受け付けると、該
ターゲット機種とスペックが同一及び／又は近似している他の機種が抽出され、遊技場に
導入されてからの経過期間が同一の前記集計期間における、前記ターゲット機種と前記他
の機種との遊技データが比較可能に出力されるので、該遊技データを適切に比較すること
ができて、ターゲット機種の入替等の参考とすることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また手段２に係る発明は、手段１に記載した管理装置（ホールコンピュータ５０）であ
って、各機種毎に、各機種の導入に関わる導入データ（導入台数，スペック，メーカ，導
入時期）を管理する導入データ管理手段（導入情報ＤＢ）をさらに有し、前記導入データ
管理手段（導入情報ＤＢ）は、前記導入データとして、各機種の導入台数を管理し、前記
抽出手段（制御部５２）は、該導入データ管理手段で管理している導入台数が同一及び／
又は近似している機種を抽出することを特徴とする管理装置である。
　これによれば、各機種の導入台数が同一及び／又は近似している機種について、前記同
一の期間における遊技データが比較可能に出力されるので、該遊技データを比較して、新
たな遊技機を導入する際の導入台数の参考とすることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また手段３に係る発明は、手段１又は２に記載した管理装置（ホールコンピュータ５０
）であって、各機種毎に、各機種の導入に関わる導入データ（導入台数，スペック，メー
カ，導入時期）を管理する導入データ管理手段（導入情報ＤＢ）をさらに有し、前記導入
データ管理手段（導入情報ＤＢ）は、前記導入データとして、各機種の導入時期を管理し
、前記抽出手段（制御部５２）は、該導入データ管理手段で管理している導入時期が同一
である機種を抽出することを特徴とする管理装置である。
　これによれば、各機種の導入時期が同一である機種について、前記同一の期間における
遊技データが比較可能に出力されるので、該遊技データを比較して、新たな遊技機を導入
する際の導入時期の参考とすることができる。
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